
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人羽村市シルバー人材センター 

〒205-0014 羽村市羽東２－３－１ 

電話 042-554-5131㈹ 

F A X 042-555-8714 

ＨＰ https://webc.sjc.ne.jp/hamura 

E-mail hamura@sjc.ne.jp 

 
 令和２年１月号（第２２号） 

事務局だより 12 月末現在会員数 

男性 438 名 

女性 240 名 

合計 678 名 令和 2 年 1 月 23 日発行 

当センターでは、会員の適正就業と安全就業並びに公平な就業機会を提供するため、就業の要件、

就業の期間等を定めた「就業基準に関する要綱」を定めています。会員の皆さんには、原則１つの就

業場所で継続して就業できる期間は３年までということで認識されている方が多いことと思います。 

この就業基準に基づき、令和１年１２月時点における未就業会員と単発作業就業会員の皆さんへ、

「継続就業希望会員説明会」のお知らせを送付しました。継続就業希望会員説明会では、令和２年３

月末で、就業期間が満了する就業場所（就業開始から３年経過した就業場所）の一覧を掲示し、参加

した会員の皆さんが、就業場所・就業内容・就業曜日等を踏まえ、担当職員とより具体的な就業内容

について相談した上で、令和２年４月からの継続就業希望を提出していただきました。 

今後、２月から継続就業希望を提出した会員の皆さんと担当職員で、就業現場に足を運び、実際の

就業現場を見ていただき、継続就業希望の意向を確認した上で、３月 

に現在就業している会員と引継ぎを行い、４月から就業となります。 

今回、ご都合で継続就業希望会員説明会に参加できなかった会員の 

皆さんへは、ホームページと就業場所を一覧にしたファイルを作成し、 

事務局に備え置きますのでご覧になることができます。 

２月から就業現場確認が始まりますので、１月中を目途に就業期間 

が満了する就業場所一覧をご覧になり事務局へ申し出てください。 

配分金等に対する所得税の取扱いについて 

１ 所得税法上、配分金収入は「雑所得」、派遣就業で支払われた賃金は「給与所得」に区分されます。 

２ 配分金収入等の雑所得の合計及び給与所得が６５万円を超える方は、確定申告をする必要があります。 

３ 公的年金等収入にかかわる控除は、年齢、収入金額により異なります。 

※公的年金等収入に関する控除の割合や控除額については、税務署におたずねください。 

※「配分金支払証明書」は、昨年の１２月２５日に１１月分配分金明細書に同封し、郵送しました。ま

た、１１月に就業されていない会員の皆さんにも１２月２５日に黄緑色の封筒で郵送しました。 

 

  

 

自転車利用者は、自転車損害賠償保険等の保険加入が義務化されます 

 東京都は、自転車事故での高額な賠償事例が増加していることを踏まえ、『東京都自転車の安

全で適正な利用の促進に関する条例』を改正し、令和２年４月から自転車利用者に対し、自転車

損害賠償保険等の保険加入を義務化しました。 

 自転車に関する保険は、センターで紹介している「サイクル安心保険」や 

自家用車で加入している自動車保険に特約で付保されているケースもあります。 

まずは、ご自身で自転車に関する保険の加入の有無を確認し、加入していな 

ければ、必ず加入してください。 

mailto:hamura@sjc.ne.jp


《 求人情報 》就業希望者を募集中！就業希望の方は事務局まで連絡ください。 

 

 

民間事業所・公共施設（令和 2 年 1 月 23 日現在） 

就 業 場 所 就 業 日 就 業 時 間 
募集 

人員 
作 業 内 容 等 

1 
羽村大橋下臨時駐車場 

（玉川） 

月～日 

（ローテ就業） 

開錠 ９：００  

施錠１７：００ 
１名 

羽村大橋下臨時駐車場 

出入口開閉業務 

2 

地域集会施設 

（清流会館） 

（田ノ上会館） 

（栄会館） 

 

第１月曜日 

第１・３月曜日

第２・４水曜日 

 

９：００～１１：００ 

９：３０～１１：３０ 

８：３０～１１：３０ 

 

１名 

１名 

１名 

会館内清掃作業 

3 
事業所 

（小作台２丁目） 
月・火・木 ８：４５～１１：４５ １名 屋内外清掃作業 

『介護予防体操』を始めました！ 

先月の事務局だより（第 21号）でお知らせしま

したが、１月１４日（火）から『介護予防体操』を

始め、２０名が参加しました。 

今後３カ月間（４月１４日まで）、毎週火曜日の

午前１０時から１２時まで（２月１１日、３月３日

は除く）センター研修室で行います。 

興味のある方は、事務局までご連絡ください。 

主な行事予定 

令和元年度 第 10回理事会報告（12/18開催） 

１，議 事 

 （１）会員の入会の承認について 

 （２）会長・副会長及び常務理事の職務の執行状況について 

 ２，報告事項 

 （１）会員の退会等について 

（２）令和元年 11月の事業実施状況について 

 （３）総務・事業・広報・女性部会長報告について 

 （４）安全・適正就業推進委員長報告について 

 （５）正会員会費の納入方法について 

※第 11回理事会は、1月 22日（水）です。 

月 日 行　　事

新入会員研修会、就業相談

女性部会

安全・適正就業巡回

家事援助グループ会員交流会

 ４日（火） 中期計画推進委員会

 ７日（金） 地域班交流事業『わなげ大会』

 ９日（日） 地域班第５班懇談会

 １０日（月） 応急救護講習会

 １２日（水） 総務部会

 １４日（金） 入会説明会

 １７日（月） 技能講習会『襖・障子の張替え講習会』

 １８日（火） 事業部会

 ２０日（木） 安全・適正就業推進委員会

安全・適正就業巡回

理事会

 ２３日（木）

 ２４日（金）

１月

 ２６日（水）

２月

 

 

 

『２月の就業相談』 
日 時  ２月２７日（木） 

       午前１０時～１２時 

場 所  センター相談室 

 

『植木剪定』、『除草作業』の 

就業希望会員は、 

随時募集しています！ 


